
【払い戻しを受ける方】
高額療養費支給申請書

特定医療費支給認定申請書
臨床調査個人票（診断書）　　　　　　　　　　　　　　　　
※入手後、病院で、難病指定医に必要事項を記載してもらってください

個人番号に係る調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※マイナンバーを記載するための書類

住民票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※世帯全員とその続柄が記載されているもの

健康保険証の写し(コピー)　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ご本人が高齢受給者証をお持ちの場合は、その写し（コピー）も添付してください

市区町村民税（非）課税証明書などの世帯の所得を確認するための書類

【Ⅰ度～Ⅳ度の全ての方】

高額療養費制度 ご加入の健康保険窓口 難病医療費助成制度 お住まいの市区町村窓口(保健所、役所・役場など）

【Ⅰ、Ⅱ度の方のみ】

特定医療費支給認定内容変更申請書
難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書または自己負担上限額管理票の該当ページの写し

ご加入の
健康保健窓口高額療養費制度

市区町村の窓口
（保健所、役所・役場など）

市区町村の窓口
（保健所、役所・役場など）

難病医療費
助成制度

難病医療費助成制度
「高額かつ長期」

●上記は東京都の例です。また、上記以外にも患者さんによっては提出が必要な書類があります。申請を行う際には、必ず最寄りの申請窓口に申請に必要な書類をご確認ください。
●マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、認定証等の提示は必要ありません。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

◆申請に必要な書類・書類の入手先
◆各制度のお問い合わせ窓口

【限度額適用認定証を利用する方】
限度額適用認定申請書（注：70歳以上の方は年収が約156万円～370万円または約1,160万円
以上の場合は申請不要、約370万円～1,160万円の場合は申請必要）
※住民税非課税世帯の方は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」または
    「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書」

療養証明書
医療費申告書（領収書や、診療報酬明細書などを添付） 
※申請前12ヵ月にIPFによる医療費総額が33,330円を超える月が3ヵ月以上であると証明する
書類。療養証明書は医療機関に必要事項を記載してもらってください。

・勤務先の健康保険、国民健康保険など、ご自身が加
入している健康保険のホームページからダウンロー
ド、または窓口
・国民健康保険に加入されている方は、お住まいの自
治体によって窓口が異なりますので、お住まいの国民
健康保険担当窓口にお問い合わせください

お住まいの自治体のホームページからダウンロード、
または市区町村の窓口（保健所、役所・役場など）

お住まいの自治体のホームページからダウンロード、
または市区町村の窓口（保健所、役所・役場など）

お住まいの自治体のホームページからダウンロード、
または市区町村の窓口（保健所、役所・役場など）

ご自身で用意

市区町村の窓口　　　　　　　　　　
（保健所、役所・役場など）

申請に必要な書類 入手先制度 申請先
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